
電話相談：火曜日、土曜日の 10時～15時 TEL（052）842‐8878 面会相談：木曜日(曜日、時間は柔軟に対応) 

次頁にシリーズ①福祉サービスの種類/手続きなどの相談窓口の連載記事を紹介しています 

 

 

 

 

相談者の痛ましい現実/医療・福祉関係者に物申す―その２  
～ 家族による家族相談－面会相談の現場から ～（文責：家族相談員/堀場） 

❖年金や手帳制度の活用は、病状の安定・回復に不可欠‼❖ 

厚生労働省/日本年金機構の「医師向けの診断書記載要領」に準じてください 

▶厚生労働省/日本年金機構は、「診断書を作成する医師の皆様へ」と題して「障害年金の診断書（精神

の障害用）記載要領」～記載に当たって留意していただきたいポイント～を示し、「就労している事実だ

けで障害年金の支給決定が判断されることはありません」と明記しています。 

▶また、「精神の障害に係る等級判定ガイドラインの総合評価の際に考慮すべき要素の例」/「就労状況

の共通事項」には「就労系障害福祉サービス（就労継続支援 A 型、就労継続支援 B 型）及び障害者雇用

制度による就労については、1 級又は 2 級の可能性を検討する。就労移行支援につい

ても同様とする。障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労してい

る場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助

を受けて就労している場合は、2 級の可能性を検討する。」と明記しています。 

名古屋市の精神障害者地域移行支援ガイドブックの内容に目を通してください 

▶名古屋市発行の「精神障害者地域移行支援ガイドブック（日本精神科看護協会愛知県支部/愛知県精神

保健福祉士協会制作、名古屋市の障害者基幹相談支援センター/保健センター/精神保健福祉センター/

健康福祉局障害福祉部、監修は愛知県精神病院協会）」には、地域での暮らしの例として「障害年金 6.5

万円＋工賃 7～8 万円（就労継続支援 A 型事業所）」で生活しているケースを紹介しています。 

良き医師・支援者に巡り合えるかどうかで家族と当事者の運命は決まるのです 

▶精神障害者は「医療」も「福祉」も欠くことはできません。手帳があれば障害福祉サービスなど社会

的支援に繋がることができます。名古屋市では、手帳が 2 級なら特別福祉乗車券（市営交通の無料パス）

の他に医療費全科全額無料の対象となり、精神科以外の治療も安心して受けることができるのです。 

▶年金が支給されれば、「家族への負い目」や「経済的な不安」も和らぎ、今までできなかった楽しみを

味わうこともできます。気持ちが内から外に向かうことで、外出や社会参加もし易くなります。 

▶「福祉サービスに繋がる」「支援者や仲間と繋がる」そして「障害年金＋工賃（福祉的就労）」で自分

なりの生活を取戻していく…手帳や年金は、病気の回復・再発防止に欠かせない大切な「薬」なのです。 

▶その「薬」を受理するには、主治医の「診断書」が必要となります。診断書の「日常生活能力」は、

一緒に生活している家族が一番よく判っているのですが、現状は医師任せになっています。不支給とな

った診断書の多くは「日常生活能力」が正しく反映されていませんでした。 

▶相談者と一緒に、日常生活能力の実態をまとめ、主治医や PSW に参考にして頂くようお願いしてい

ます。治療のみならず生活に寄り添って対応して頂ける医師や PSW に出会うと本当に嬉しく、救われ

た思いがします。冒頭のような医師や PSW ばかりではありません。良き医師・支援者との出会いが家
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 ⦿ 619 号の家族 SST 記事の「9 月 17 日」は「9 月 28 日（土）」です。記載ミスをお詫び致します。 

族と当事者の運命を左右するといっても決して過言ではありません。その反面、プライドばかりが高く

聞く耳を持たない高圧的な医師は、まともな治療も生活支援も期待できないため、転院して手帳や年金

に繋がった例は決して珍しくありません。また、微妙かつ難しいケースの場合は、年金申請のプロであ

る社会保険労務士を紹介して年金受給に繋げています。 

シリーズ① 福祉サービスの種類/手続きなどの相談窓口 

≪手帳制度≫ 精神障害者保健福祉手帳 
〇 内容 

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交

付されます。統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病、及び

その他の精神疾患の全てが対象となります。手帳の等級は、1 級から 3 級の区分があります。 

精神障害者保健福祉手帳の手続 

手続 申請に必要なもの 

新規交付 

・申請書・印鑑・医師の診断書(初診日から 6 ヶ月以降のものに限る)又は精神障害を支給

事由とする障害年金、または特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類の写

し（年金証書のコピー） 

（注）手帳交付時に写真（タテ 4cm×ヨコ 3cm、脱帽、上半身が写ったもの、原則 1 年以内に撮影した

もの）が必要です。 

〇 届出事項 

1. 有効期間は 2 年であるため更新手続きが必要となります。 

2. 本人住所又は氏名を変更したときは、変更の手続が必要です。 

〇 申込  区役所福祉課(社会福祉事務所)支所区民福祉課 

※申請書・診断書の様式は、「精神障害者保健福祉手帳に関する申請書・診断書」を参照してください。 

❖ 家族/仲間の皆さんへ ❖ 
医師の診断書を基に手帳等級判定基準に沿って審査（名古屋市の場合は精神保健福祉センター）が行わ

れます。診断書⑥欄の生活能力の状態は「保護的環境ではない場合を想定して判断してください」と明

記されています。診断書の「日常生活能力の判定」欄は「８項目４段階評価」でチェックが入ります。

「日常生活能力の程度」欄は「５段階評価」となっています。上述の障害年金の診断書と同様に、日常

生活の障害状態が正しく診断書に反映されるよう主治医に文章化するなどして伝えることが大切です。

手帳３級の方は、主治医の診断書が障害状態の軽い方にチェックされているため、審査で３級と判定さ

れているのです。手帳３級でも福祉特別乗車券で名古屋市の公営交通機関は無料で乗車できますが、医

療費全科無料の対象にはなりません。他科受診を含め医療費の負担が家族/本人の生活を脅かします。 

▶ 「日常生活能力の判定（8 項目 4 段階）、程度（5 段階評価）」及び「手帳等級判定基準」 

名家連の面会相談室には手帳等級判定基準」や「日常生活能力の項目に沿って作成した記録用紙」が用

意されています。新規申請や現在手帳３級の方（障害厚生年金３級の方は年金証書で更新するため手帳

も３級）は、家族相談室で情報を共有して、本来の手帳等級を取得できるようにしましょう。手帳が２

級になれば、障害基礎年金も障害厚生年金も２級（額改定請求）になる可能性が大きく開けてきます。 

http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/shiori/soudan/fukushikakari.html
http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/service/othersystems/seishintechou.html
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjatMr8mdLiAhWMfrwKHS9sBOkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ginreikai.net%2F2017%2F10%2F23%2F%25E6%2597%25A5%25E5%25B8%25B8%25E7%2594%259F%25E6%25B4%25BB%25E7%2594%25A8%25E5%2585%25B7%25E3%2581%25A8%25E3%2581%2597%25E3%2581%25A6-%25E4%25BA%25BA%25E5%25B7%25A5%25E9%25BC%25BB-%25E3%2582%2592%2F&psig=AOvVaw38FbppieNLCrPPkQAeI-SJ&ust=1559819314358658

